
資料１－１

【令和５年度国民健康保険料率比較】

医療給付費分
後 期 高 齢 者
支 援 金 等 分

介護納付金分 医療給付費分
後 期 高 齢 者
支 援 金 等 分

介護納付金分 医療給付費分 介護納付金分

所得割 6.80% 2.20% 2.40% 6.71% 2.73% 2.22% 0.09% 0.18%

資産割

均等割 24,000円 11,000円 19,000円 26,577円 17,509円 17,781円 -2,577円 1,219円

平等割 29,000円 27,272円 1,728円

※ 応能割（能力に応じた負担）：応益割（受益に対する負担）＝50：50が基準

　所得割 所得額に応じて負担する保険料

　均等割 被保険者（国保加入者）数に応じて負担する保険料

　平等割 被保険者数に関わらず世帯として負担する保険料

※ 保険料区分ごとの賦課対象者

※ 銚子市国民健康保険料の現状

　令和３年度末で累積赤字は解消され、令和４年度末で財政調整基金を１億３千万円程度積み立てているが、令和５年度で取り崩す予定。

　後期高齢者医療制度への移行や社会保険の適用拡大による被保険者数の減少に伴い保険料調定額も減少しているが、医療の高度化や高齢化などの影響で

給付費は高止まり傾向にあるため、国民健康保険事業の安定的な財政運営に必要な収入の確保が難しくなっている。

　

　現在の保険料率で不足している後期高齢者支援金を医療給付費分で補填

　介護納付金分＝40歳から64歳までの被保険者（介護納付金該当被保険者見込人数　4,845人）

　医療給付費分、後期高齢者支援金＝全被保険者（令和5年11月現在 被保険者見込人数　14,632人）

区分

応
能
割

応
益
割

-0.53%

-6,509円

銚子市保険料率 千葉県から示された標準保険料率 銚子市保険料率－
千葉県から示された
標 準 保 険 料 率

後 期 高 齢 者
支 援 金 等 分


